
パブリック・コメントは、市が策定する基本的な計画や、市民生活にかかわりの深い条例などを素案の段階で公表
し、広く意見を求める制度です。
昨年度は14件のパブリック・コメントを実施し、44人から453件の意見が提出されました。そのうち、意見総数

の約16％、71件が計画などに反映されています。今年度もぜひ、ご意見をお寄せください。
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知っていますか？

ご存じですか？ご存じですか？

パブリックコメント制度パブリックコメント制度パブリックコメント制度パブリックコメント制度パブリックコメント制度

知っていますか？

あなたの意見を市政に反映します

パブリックコメント制度パブリックコメント制度パブリックコメント制度パブリックコメント制度パブリックコメント制度

あなたの意見を市政に反映しますあなたの意見を市政に反映します

問い合わせ
広報広聴課　155-2736 551-1456
Ekouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp

パブリックコメント制度の流れ　パブリックコメント制度の流れ　

意見提出数 意見の反映結果（件）
反映 参考 反映しない その他担  当  課 意見募集期間案　　件　　名NO. 盛り込み済み

ウェブサイト
アクセス数（件）

新富士市観光交流まちづくり計画
市民活動との協働に関する基本指針（第 2版）
富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
富士市議会基本条例
富士市地域公共交通総合連携計画（改定）
（仮称）富士市国際化推進プラン
富士市環境基本計画
第 3次富士市男女共同参画プラン（仮称）
富士市教育振興基本計画
富士市自転車利用総合計画
第 2 次富士市情報化計画
富士市地域福祉計画
富士市健康増進計画
第二次富士市子ども読書活動推進計画

商工農林部 観光課
市民部 市民協働課
建設部 建設総務課
議会事務局
都市整備部 都市計画課
市民部市民安全課 国際交流室
環境部 環境総務課
市民部 男女共同参画課
教育委員会 教育総務課
都市整備部 都市計画課
総務部 情報政策課
福祉部 福祉総務課
保健部 健康対策課
教育委員会 中央図書館

4月15日～ 5月20日
5月27日～ 6月28日
7月20日～ 8月20日
9月21日～10月20日
10月 4 日～11月 4 日
10月15日～11月15日

12月 1 日～平成23年1月 4 日
12月 1 日～平成23年1月 7 日
12月  6 日～平成23年1月 7 日
12月 6 日～平成23年1月 7 日
12月 6 日～平成23年1月 7 日
12月13日～平成23年1月14日
平成23年  2 月 4 日～ 3 月 7 日
平成23年 2 月 4 日～ 3 月 7 日
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平成22年度合計（案件数14 件）

参考：平成21年度（案件数9件）

件数（件）人数（人）

※平成23年度の意見募集については、意見募集の都度、「広報ふじ」をはじめ市ウェブサイトや中央図書館、各地区まちづくりセ
ンターなどでお知らせします。

富士市屋外広告物基本計画・富士市屋外広告物条例
第 9 次富士市交通安全計画

富士市まちづくり活動推進計画

富士市ＤＶ基本計画
ふじし障害者プラン
（富士市障害者計画、富士市障害福祉計画）
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都市整備部 建築指導課
市民部 市民安全課

市民部 まちづくり課

福祉部 福祉総務課

福祉部 障害福祉課

保健部 介護保険課

 7 月 1 日～ 8 月1日

12月15日～

平成24年1月15日

NO. 案　　件　　名 担  当  課 意見募集時期

（仮称）ふじパワフル 85計画
第 6 次高齢者保健福祉計画・第 5 期介護保険
事業計画（平成24年度～26年度）

4

市役所

条
例
案

計
画
案

「広報ふじ」に実施案件
や意見募集期間を掲載

意見募集期間の初日から1か月
間、地区まちづくりセンターや
市ウェブサイトで資料を公表

書類、メール、市ウェブサイト
の送信フォームで意見を提出

意見の内容を検討し、
提出者に回答

平成22年度の実施結果を報告します

平成23年度の実施予定

（7）

※意見募集期間は変更となることがあります。

計画や条例に反映

計画や条例に反映

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

  


